
 

 

 

 
 

 
 

                                       校長 廣岡 徹彦 

 

令和７年度がスタートして、２か月の学校生活を生徒と共に過ごしました。毎日、生徒

の元気な挨拶をする姿や、真剣に学習や行事・部活動に取り組む姿を目にしています。 

１年生は、１日の中学校生活の流れや学習での教科担任制、小学校とは違い制服の着用、

先輩との部活動の取り組みにも慣れてきました。 

２年生は、中堅学年として多くの場面で学年をこえて力を発揮することが増えてきます。

また、後期には３年生から学校のリーダーを引き継ぐことになります。 

３年生は、義務教育、中学校生活での「最後の～」がついてきます。また、個々の進路

に向かう大事な準備期間になります。 

その中で、６月７日(土)に開催された体育祭では、生徒たちは、実行委員を中心に全校・

学年が一丸となり、練習の成果を存分に発揮しました。生徒たちのひたむきな努力と団結

の力により、すばらしい体育祭を作り上げることができました。生徒の皆さんの熱意と活

気に満ちた姿がとても印象的でした。当日、応援に駆けつけてくださった保護者の皆様、

地域の皆様、ご支援をいただいたすべての方々に心より感謝申し上げます。体育祭を通じ

て生徒たちは多くのことを学び、大きく成長することができました。これからも学校への

ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 
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◆貝塚中２か月を振り返って◆ 



【生徒総会】５月２日(金) 

５月２日（金）３・４校時に生徒総会が開催されました。今年度

も、生徒会本部役員、各専門委員長、各学年生徒会長などが図書室

に集まり、他の生徒は各教室からオンラインでその様子を視聴する

ハイブリッド形式で行われました。 

総会は、令和６年度の活動報告から始まり、続いて会計報告が行

われました。その後、令和７年度の活動方針及び専門委員会の活動

計画が発表され、今年度の予算が決定されました。各学級からの提

案に対しては、専門委員長が的確に回答し、質問者もその回答を受

け止め、今後の学校生活に活かすことを約束するなど、非常に前向

きな姿勢が見られました。今後も、生徒会とそのフォロワーがより

よい貝塚中を目指して活動し、学校生活が充実したものとなること

を期待しています。 

 

【３年生修学旅行】５月２１日(水)～２３日(金)  

今年度の修学旅行は、昨年度の信州方面から石川方面へと戻り、

「愉学両道（ゆがくりょうどう）～金箔よりも輝く経験に～」という

スローガンのもと、充実した３日間を過ごしました。   

1 日目は、学級別活動としてクラスごとに選んだいしかわ動物園、

永平寺、東尋坊、能美ふるさとミュージアム、ゆのくにの森を巡り、

それぞれの場所で貴重な学びと体験を得ました。２日目は、兼六園を

中心とした金沢市内を班で自由に散策し、自分たちで計画したルー

トを実際に歩くことで、地域の魅力を深く感じることができました。

３日目は、白川郷を学年で散策し、歴史ある合掌造りの風景の中で、

日本の伝統文化への理解を深めました。心配されていた天候にも恵ま

れ、雨に降られることなく、計画通りの行程を無事に実施することが

できました。今回の修学旅行を通じて、仲間との絆を深め、学びの楽

しさを実感する貴重な経験となりました。 

 

 

【ちば夢チャレンジ☆パスポート・プロジェクト（千葉ロッテマリーンズ公式戦観戦）の実施について】 

千葉ロッテマリーンズ公式戦ホームゲームへ無料招待ならびに、キャリア体験プロ

グラムを実施します。県内在学の中学生を対象に、生徒１名とその保護者１名の無料

招待チケット（内野指定席） をペア３，０００組６，０００名に配布します。 

ＵＲＬまたはＱＲコードより千葉ロッテマリーンズ球団公式チケットサイト にアク

セスし、お申し込みください。  １次受付 6 月 27 日(金)12:00～ 

     https://m-ticket-rsv.marines.co.jp/chibayume-juniorhighschool/  

※チケットの申込みが初めての方は事前に会員登録（無料）が必要になります。   【申込み用二次元コード】 

【学校における合理的配慮の提供について】 

平成２８年４月１日から公立学校において、合理的配慮の提供が義務となっております。合理的配慮

は、子どもに合った必要かつ適当な変更及び調整で、特定の場面において必要とされ、過度な負担を課

さないものです。学校に合理的配慮の提供を求める場合には、学校（学級担任）に申し出ください。 


